様式第１号（表面）
　　年　　月　　日
狭あい道路後退事前協議書
延岡市長　　　　　　　様
	　延岡市狭あい道路の整備に関する要綱第６条
	第１項
第２項
	の規定に基づき、土地における後退等の整

	備等に関する協議を行います。
	
	



                                  申請者　　住　所
                                            氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話       　  （　　　　）

                                  代理人　　住　所
氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話        　 （　　　　）

	１
	後退用地等の位置
	延岡市

	２
	狭あい道路の状況
	現況幅員
	ｍ
	□通り抜け　　　□行き止まり

	
	
	種　　　別
	□市道（　　　　　　　　　　　　　　　　　　線）
□里道　　　　□農道　　　□市有地
□私道（　　　　　　　　　　　　　　　　　所有）

	３

	後退用地等に



関する事項
	後退幅
	□道路中心線から、        　　　　ｍ
□対面道路境界線から、            ｍ
　後退部分の延長：　　　　　　ｍ
後退部分の面積：　　　　　　㎡

	
	
	後退用地等
内工作物等
	□建築物　□擁壁　□門　□塀　□生け垣　□フェンス
□樹木　□その他（　　　　　　　　　　 ）　□なし

	
	
	後退用地等
内移設物等
	□公共桝（移設希望時期：　　　　　　年　　　　月頃）
□その他（　　　　　　　　　　　）　□なし

	
	
	後退用地等
の　寄　付
	□寄付する（建築基準法第４２条第２項道路部分）
□寄付する（すみ切り用地部分）
□寄付しない

	４
	予定の建築行為等
※予定行為の全てをチェックすること
	□建築物　　□擁壁　　□門・塀等　　□その他（　　　　　　　　）

	
	
	□新築（新設）　□増改築（増改設）　□建築（設）行為なし

	５
	工事予定期間
※解体着手予定日から工事完了予定日まで記載すること
	着手予定年月日　：　　　　　　年　　　月　　　日　から
完了予定年月日　：　　　      年　　　月　　　日　まで


※　提出の際には、裏面（道路現況図・道路後退計画図）を図示し、「付近見取図」及び「公図」、「登記事項の要約書」その他市長が指定する書面を添付してください。
※　量水器の移設は、地権者の負担となります。（業者へ移設の手配をお願いしてください。）
※　寄付部分の舗装等の整備については、時間を要します。次年度以降となる場合もあります。
※　寄付を取りやめることはできません。万一、申請者の責めに帰すべき事由により寄付を取りやめる場合は、立会や、測量、分筆登記等に要した費用をご負担いただきます。
